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Things Cloud サービス利用規約 【現改比較表】 2022年2月3日現在 
～2022年2月9日 2022年2月9日～ 
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第４条  

（本サービスの内容） 

表 Things Cloudの機能(データ管理) 

分類 機能 概要 

データ

管理 

デバイス一覧表示 登録されているデバイスを一覧表示する機能。 

デバイス設定管理 モノの情報(シリアル ID 等)を GUI 上で設定・管理

する機能。 

デバイスグループ設定 デバイスを任意の単位でグループ化する機能。 

デバイス接続監視 Agent を搭載したデバイスの接続状況をリアルタイ

ムで監視する機能。 

ソフトウェア管理 Agent を搭載したデバイス上のソフトウェアのバー

ジョンを収集し、遠隔からバージョンアップを実施

する機能。 

デバイス遠隔管理 GUI の操作で遠隔からデバイスを制御(再起動等)す

る機能。 

デバイス位置情報管理 モノの GPS情報を継続的に収集し、保存する機能。 

デバイス接続管理 モノに払出されている ID/PW の有効化/無効化を

GUI上で設定する機能。 

収集データ保管 デバイスが送信したデータを保管する機能。 

グラフ表示 蓄積したデータをグラフ(折れ線)で表示する機能。 

地図表示 モノの位置情報を地図上に対応付けして表示する機

能。 
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その他表示 Widget と呼ばれる GUI パーツ群でリニアゲージ、

円グラフ、メータ表示等のデータ表示を可能とする

機能。 

アラーム/イベント管理 収集したデータの値に対して閾値判定を行い、管理

者に対してメールを送信する等のルールをGUI上で

設定する機能。 

ジオフェンス モノの位置情報が地図上の指定領域を出たかどうか

を判定する機能。 

FieldBus接続 デバイスのうち当社が指定した機器経由で特定の

FieldBusプロトコル(Modbus、CAN等)のデータ

について、GUI上の設定によってプログラミングな

しで Things Cloud上のデータ保存形式に変換する

機能。 
 

その他表示 Widget と呼ばれる GUI パーツ群でリニアゲージ、

円グラフ、メータ表示等のデータ表示を可能とする

機能。 

アラーム/イベント管理 収集したデータの値に対して閾値判定を行い、管理

者に対してメールを送信する等の定型のルールを

GUI上で設定する機能。 

ジオフェンス モノの位置情報が地図上の指定領域を出たかどうか

を判定する機能。 

FieldBus接続 デバイスのうち当社が指定した機器経由で特定の

FieldBusプロトコル(Modbus、CAN等)のデータ

について、GUI上の設定によってプログラミングな

しで Things Cloud上のデータ保存形式に変換する

機能。 

カスタムストリーミン

グ処理 

収集したデータの値に対して任意のストリーミング

処理を実施する機能。 
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別紙 料金表 

 

利用料金 

1． 本サービスの利用料金は以下に定めるとおりとします。 

区分 単位 利用料金 

（月額） 

基本料 1契約毎 118,000円 

(129,800円) 

デバイス従量 1デバイス登録毎 

デバイス従量 (1デバイス毎 )には、

45,000回のAPIコール数と50MBのデ

ータ容量が含まれます 

500円 

(550円) 

追加データ管理料 デバイス従量に含まれるデータ容量を

超えたデータ量に対し、100MB毎 

30円 

(33円) 

APIコール超過料 デバイス従量に含まれるAPIコール数

を超えたデバイスからのAPIコールに

対し、10,000回毎 

1,180円 

(1,298円) 

LoRaWAN接続機能利用料 1契約毎 8,800円 

(9,680円) 

Sigfox接続機能利用料 1契約毎 8,800円 

(9,680円) 

備考 

別紙 料金表 

 

利用料金 

1． 本サービスの利用料金は以下に定めるとおりとします。 

区分 単位 利用料金 

（月額） 

基本料 1契約毎 118,000円 

(129,800円) 

デバイス従量 1デバイス登録毎 
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(9,680円) 

Sigfox接続機能利用料 1契約毎 8,800円 

(9,680円) 

カスタムストリーミング処 テナントまたはサブテナント毎 25,000円 
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()内は消費税10%を含んだ金額です。 

基本料(1契約)には、1テナント、インターネット接続機能が含まれます。 

 

 

2．デバイス従量は、各月において登録されたデバイス数の最大値に基づいて算出します。デ

バイス従量に含まれるAPIコール数とデータ容量は契約毎に合算されます。 

3．追加データ管理料は、契約毎に、各月において使用されたデータ量の最大値からデバイス

従量に含まれる合算されたデータ容量を差し引いた値に基づいて算出します。 

4．APIコール超過料は、契約毎に、各月におけるデバイスからのAPIコール数の合計値からデ

バイス従量に含まれる合算されたAPIコール数を差し引いた値に基づいて算出します。 

 

 

 

 

 

 

利用料金の支払義務 

1.契約者は、当社が契約者にテナントの提供を開始した日が属する月(以下、「提供開始月」

とします。)の翌月から起算して、解約月の末日までの期間について基本料、デバイス従量、

追加データ管理料、APIコール超過料の支払いを要します。但し、提供開始月にテナントを廃

止した場合は当該提供開始月の基本料、デバイス従量、追加データ管理料、APIコール超過料

の支払いを要します。 

理機能利用料 (27,500円) 

備考 

()内は消費税10%を含んだ金額です。 

基本料(1契約)には、1テナント、インターネット接続機能、FIC接続機能が含まれます。 

2．デバイス従量は、各月において登録されたデバイス数の最大値に基づいて算出します。デバ

イス従量に含まれるAPIコール数とデータ容量は契約毎に合算されます。 

3．追加データ管理料は、契約毎に、各月において使用されたデータ量の最大値からデバイス従

量に含まれる合算されたデータ容量を差し引いた値に基づいて算出します。 

4．APIコール超過料は、契約毎に、各月におけるデバイスからのAPIコール数の合計値からデ

バイス従量に含まれる合算されたAPIコール数を差し引いた値に基づいて算出します。 

5．カスタムストリーミング処理機能は申し込み実施後にテナントにおいて有効化されます。サ

ブテナントを有効化する場合はお客さまにて実施可能です。カスタムストリーミング処理機能

利用料は、契約毎に、各月におけるカスタムストリーミング処理機能を有効化しているテナン

トまたはサブテナントの数の最大値に基づいて算出します。 

 

 

利用料金の支払義務 

1.契約者は、当社が契約者にテナントの提供を開始した日が属する月(以下、「提供開始月」と
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データ管理料、APIコール超過料の支払いを要します。但し、提供開始月にテナントを廃止した

場合は当該提供開始月の基本料、デバイス従量、追加データ管理料、APIコール超過料の支払い

を要します。 
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2.LoRaWAN接続機能またはSigfox接続機能については、契約者は当社が契約者にLoRaWAN

接続機能またはSigfox接続機能の提供を開始した日が属する月(以下、「接続機能提供開始月」

とします。)の翌月から起算して、当該機能の解約月の末日までの期間についてLoRaWAN接

続機能利用料、Sigfox接続機能利用料の支払いを要します。但し、接続機能提供開始月に

LoRaWAN接続機能またはSigfox接続機能を停止した場合は当該提供開始月のLoRaWAN接

続機能利用料、Sigfox接続機能利用料の支払いを要します。 

2.LoRaWAN接続機能、Sigfox接続機能またはカスタムストリーミング処理機能については、

契約者は当社が契約者にLoRaWAN接続機能、Sigfox接続機能またはカスタムストリーミング

処理機能の提供を開始した日が属する月(以下、「機能提供開始月」とします。)の翌月から起

算して、当該機能の解約月の末日までの期間についてLoRaWAN接続機能利用料、Sigfox接続

機能利用料またはカスタムストリーミング処理機能の支払いを要します。但し、機能提供開始

月にLoRaWAN接続機能、Sigfox接続機能またはカスタムストリーミング処理機能を停止した

場合は当該提供開始月のLoRaWAN接続機能利用料、Sigfox接続機能利用料またはカスタムス

トリーミング処理機能利用料の支払いを要します。 

 

 附則（2022年2月9日） 

（実施期日） 

この改正規約は、2021年2月9日より実施します。 

  


